
食中毒に注意！ 
食中毒予防の３原則を守りましょう！ 

 

⚫ せっけんを使って、手をよく洗いましょう！ 

調理の前、加熱前の肉や魚をさわった後、金銭をさわった後など。 

≪手袋をつける場合≫ 着用前の手洗い・定期的な交換がポイント 

⚫ アルコール消毒の併用が効果的（アルコール単独では効果が限定的） 

⚫ 体調が悪いときは、調理作業をするのは控えましょう！ 

（発熱、腹痛、下痢、嘔吐、手の傷などは食中毒につながるおそれがあります） 

⚫ 清潔な衣服を着て、調理器具は用途別に使い分けましょう。 

 

⚫ 冷蔵品 10℃以下、冷凍品-15℃以下で運搬・保存しましょう。 

⚫ 常温解凍はやめましょう。 

⚫ 常温保存の食品は、直射日光を避けて保存しましょう。 

⚫ 大量に作り置きをしないようにしましょう。 

 

⚫ 加熱調理をする食品は中心部まで十分に火を通しましょう！ 

（中心温度 75℃、１分以上＝中心部が変色するまで） 

⚫ 器具類や作業場所は、定期的に洗浄・消毒しましょう。 

小田原保健福祉事務所 食品衛生課 

電話 0465(32)8000（代） 

（神奈川県小田原合同庁舎 4 階） 

 

 

 

原則１ 菌をつけない 

原則２ 菌を増やさない 

原則３ 菌をやっつける 



イベントで提供された食品による食中毒事例 

 

 

 


